
                                                     
           

 

  

  在宅サービス利用をご希望の場合は、下記の事業所にご相談ください。相談を受けた事業所がみなさんの心身 

の状態に応じたサービス利用計画（ケアプラン）を作成し、計画に基づきサービスを利用することとなります。          
◎要支援１・２の方の相談窓口             

介  護  予  防  支  援  事  業  所 住   所 電  話 (市外局番:0896)   

四国中央市地域包括支援センター（長寿支援課） 三島宮川4‐6‐55 ２８－６１４７ 

居宅介護支援事業所 くりのみ 中之庄町454‐3 ２４－４１６５ 

 
                        
            
 
◎要介護１～５の方の相談窓口 

居  宅  介  護  支  援  事  業  所   住   所 電 話 (市外局番:0896)         予防 

居宅介護支援事業所 飛鳥 川之江町473-1 ５８－３８４７ ○ 

ぽっかぽか川之江居宅介護支援事業所 川之江町1660-1 ５６－２６２３ ○ 

宇摩ライブインネットワーク居宅介護支援事業所 川之江町3314-32 ５９－１１８０ ○ 

居宅介護支援事業所 かわのえ 川之江町長須713 ５８－８７６５ ○ 

まごの手 金生町下分219-1 ５８－２５５２ ○ 

ひめしゃらケアプランセンター 金生町下分1065-3 ５８－３８９７ ○ 

指定居宅介護支援事業所 「ひまわり」 金生町下分1243-1 ５８－５８８８ ○ 

居宅介護支援事業所  シンシア 金生町山田井乙17-1 ５８－４５８０ ○ 

オレンジケアプランセンター 妻鳥町1825-2 ２２－３９８６ ○ 

居宅介護支援事業所おむすび 上分町344-1 ２２－３４４２ ○ 

指定居宅介護支援事業所 いしかわ 上分町716-2 ５８－６００５ ○ 

有限会社 わかばケアサービス 三島宮川1-6-10 ２３－２５４５ ○ 

四国中央市社会福祉協議会 三島宮川4-6-55 ２４－８０８３ ○ 

居宅介護支援事業所 にしおか 三島金子2-7-22 ２４－５５１６ ○ 

居宅介護支援事業所  ねんりん 中曽根町2207‐1 ２２－４９６７ ○ 

宇摩ケアプランセンター 中曽根町1257 ２３－６５３３ ○ 

居宅介護支援事業所 くりのみ 中之庄町454-3 ２４－４１６５ ○ 

指定居宅介護支援事業所 「きずな」 中之庄町462-1 ２９ - ５１０１ ○ 

指定居宅介護支援事業所 すいは 中之庄町542 ２８－７７５７ ○ 

居宅介護支援事業所   四つ葉 中之庄町565-3 ２９－５５３１ ○ 

ＪＡうま居宅介護支援センター 中之庄町1684-4 ２８－９００１ ○ 

生協宇摩診療所 寒川町2912-1 ２２－３４２２ ○ 

居宅介護支援事業所 しあわせの家 豊岡町大町2786-2 ２８－２８７５ ○ 

ケアサポートセンター愛 土居町上野乙156-8 ７４－３０６５ ○ 

居宅介護支援事業所 だんだん 土居町津根2336-1 ７７－５１４８ ○ 

四国中央市在宅介護支援センターちかい 土居町土居2227-32 ７５－１７２０ ○ 
居宅介護支援事業所 サンライフ 土居町小林1254 ７４－０５９０ ○ 
居宅介護支援事業所 土居 土居町入野174-3 ２８－６３５１ ○ 

居宅介護支援事業所 しあん 土居町野田甲523 080-5733－5822 ○ 

居宅介護支援事業所 新宮 新宮町新宮50 ７２－２７７４ ○ 

小  規  模  多  機  能  型  居  宅  介  護   等   

看護小規模多機能型居宅介護 しこくのかんたき 川之江町980‐6 ７７－５０５７ 要介護のみ 

小規模多機能型居宅介護支援事業所 山田井の郷 金生町山田井887‐2 ２２－３３６１ 要支援可 
ケアＨＯＭＥピース 上分町408‐1 ２２－３５６０ 要支援可 
*小規模多機能型居宅介護とは1つの事業所で「通い」「訪問」「泊まり」等といったサービスを組み合わせて利用するものです。 
 

                                                              

R８.４.１ 現在 

＊要支援1・2の方の介護予防ケアプランは上記の事業所が作成します。利用者の希望等により、下記の要介護1～5の方

のケアプランを作成する居宅介護支援事業所が、地域包括支援センターからの委託に基づき作成することが可能です。

(下記の表  「予防」欄に○印がある事業所に限ります。)  ただし、居宅介護支援事業所が担当する利用者数によっては

ご希望に添えない場合があります。 

在宅サービスの相談窓口 
～ケアプラン作成事業所一覧～ 


